
一
一
二
年
四
月

五
月月

七
月

λ 
月

九
月

十
月

十

一
月

十
二
月

二
、
五
一
九

四、
五
七
九
_._ ノ、

八

一二、
七
O
O

三
、
O
O二

四
五九五

四
八

四二
大
企

て
九
六

八四
五
八

四、

}五一一
一

二
、
七

O
六

三、
七
五
九

七
六
五

〈
一、
六
八
O

二
、
四
一
六

回、

O
八
O

A

九
、
四
四
人

-L. 
J、、

二
、
九
0
0
問
問

四
九

五
五

ふ
三
一
一四

L::. -

毛・九 四九

、
六
七
O

四
、
四
四
五

五
、
六
回
O

、
八
六

四
、

o-一五

四
二
二
二
=

六
、
九
六
八

六
、
九
二
六

一七、
二

一
二

五
五

六
、
六
七

一O
O

一O
O

一O
O

一O
O

一O
O

一O
O

-
0
0
 

一O
O

-
0
0
 

叫
砧

ωは
日
本
銀
行
勘
定
の
州
市
袖
刊
の
み
に
よ
っ
て
政
府
政
命
微
仰
に
よ
る
銀
行
券
膨
服
と
そ
れ
以
外
に
よ
る
膨
服
と
に
分
け
た
も
の
。

M

聞
は
A
に
よ
り
分
刻
せ
る
も
の
を
日
木
似
行
似
-M
の
助
申
そ
の
他
の
資
料
に
よ
っ
て
修
正
せ
る
も
の
。

ωは
政
府
資
金

mw叩
に
よ
る
資
金
流
出
品
川
と
、
泌
総
出
H
A
蹴
供
与
臨
時
に
よ
っ
て
流
出
し
た
資
金
位
と
の
似
合
に
よ
っ
て
銀
行
券
膨
服
飢
を
分
け
た
も
の
。
同
川
「
民
刷
に
対
す
る
信
用
供
与
に
よ
る
膨
瓜
額
』
の

C
は
第
二
淡
の

『
産
拠
出
品
金
供
給
に
よ
る
膨
脱

輔
副
』
と
『災
他
に
よ
る
膨
服
額
」
と
を
合
併
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
八
七
六

四

五
六

一こ
、
七
三
九

互[

二、
λ
四
一

之
に
よ
っ
て
明
か
な
如
〈
、
日
本
銀
行
勘
定
に
よ
っ
て
銀
行
券
の
膨
脹
原
因
を
分
け
た
も
の

と
、
資
金
放
出
面
よ
り
見
て
分
け
た
も
の
と
で
は
若
る
し
い
差
異
を
生
ず
る
。
即
ち
日
本
銀
行

六
、
六
六
O

九
O 

一二、

O
O三

四
五

九
九
五

勘
定
に
依
拠
し
た
も
の
は
政
府
資
金
撒
布
に
よ
る
膨
脹
額
が
相
当
過
大
と
な
る
が
、
前
述
の
如

、
ぎ
仮
定
即
ち
預
貯
金
と
な
っ
て
還
流
し
た
資
金
の
構
成
は
抜
出
資
金
の
構
成
割
合
に
応
じ
て
い

八
、
六
一
-
八

七
、
六
九
四

八
、
八
一一
一二

七
九

七、

一
一
一

九
六

一一、
五
六
四

る
と
云
う
痕
定
を
認
容
す
る
限
り
、
産
業
資
金
供
給
に
よ
る
通
貨
膨
脹
の
ウ
エ
イ
ト
が
財
政
赤

六
、
凶

_，_. ノ、
尻島

入、
四
五

-
一、
九

字
に
よ
る
も
の
よ
り
相
当
大
き
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
と
と
か
ら
現
下
の
通
貨
膨
脹
抑
制

主

O
、
問

-
割
前

問、
九

O
O
八
六

て
四
九

O

に
は
市
中
金
融
機
関
の
信
用
誌
張
合
財
政
赤
字
の
圧
縮
と
同
様
に
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
判
明
す
る
。
尤
も
鹿
h
H

産
業
資
金
の
供
給
が
政
府
支
払
の
抑
制
又
は
遅
延
に
よ
っ
て
増

嵩
す
る
な
ど
政
・
附
資
金
た
る
べ
き
も
の
が
産
業
資
金
の
形
を
採
っ
て
流
出
す
る
場
合
が
あ
る
。

従
っ
て
財
政
資
金
、
産
業
資
金
等
の
区
別
も
厳
掛
に
言
う
な
ら
ば
、
極
め
て
悶
雛
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
も
考
邸
す
る
必
要
が
る
る
。
又
斑
議
資
金
の
増
間
も
財
政
の
赤
字
に
よ
る
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン

の
進
行
に
よ
る
傾
向
が
強
〈
、
通
貨
膨
服
の
抑
制
に
は
先
ず
財
政
資
金
の
撒
布
超

過
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
(
安
・
訴
)

円
本
銀
行
券
増
減
原
因
分
析

六
、
八

_._ ノ、

四
、
二
七

O

明ハ、
五
一
八

八

一、
五
六
七

一回一

四
七
、
九
二
九

一一恒
二
三
、
七
七

O

昭
和
一
.
十
三
年
一
月
l
一一
一月

七

=
、
五
回
大

__.... ノ、

七
、
二
λ
六

五
七

二
、
ムハ

八
五

六
、
六
三
五

。

一一一一

回

五

七
、
四
二
七

A
二
回

A

一
、
五
一
五

ム

町

宮
山

入

O
O

五
八.

六
、
九
三
八

四、
四
一
五

九

一
、
九
七
・4

七
凶

五
、
七

ム
霊
ム
ムハ
、
九
四
六

ームa

J、、

一一

、
二
三
八

昭
和
二
十
三
年
一
月
|

|
三
月

日
本
銀
行
勘
定
に
依
る
日
本
銀
行
券
膨
脹
原
因
分
析

」、~、
-
ノ
ノ

一
O
、
凶
九
三

四

四
O
、
九
八
三

一
月
中
の
日
本
銀
行
券
膨
脹
原
因
分
析

一
月
中
に
於
け
る
日
本
銀
行
勘
定
の
増
減
を
見
る
に
次
の
通
り
で
あ
る
。

(
単
位

負

債

円

本

銀

行

券

付

政

府

預

金

例

当

座

預

金

川

其

他

預

金

例

本
支
庖
政
府
勘
定

判

其

他

付

(1) 

資

産

政

府

貸

上

金

制

九

二

O

貸

出

金

制

六

、

四

四

七

凶

般

其

他

証

券

伸

二

二
、
O
三
九

t
t
『
政
府
関
係
川
阿
久
、
六
一
一
一
一
一

H
V
司

〆

民

間

関

係

例

阿

、
四
O
七

代

理

府

勘

定

付

て

七

一

九

仮

払

金

付

三

ご

三

三
四
五

百
万
円
)

一、

O
九
三

三
、
三
O
五

て
O
八
七

三
、
二
二
八

八
、
凶
二
七

一
、
一
阿
六



資

料

ハ
門
四
、
五
五
六
一

計

制

二

二
、
八

O
八

一

計

制

二

二

、
八
O
八

問
日
本
銀
行
券
は
昭
和
二
十

一
年
三
月
の
金
融
緊
急
措
置
以
後
初
め
て
の
収
縮
を
み
た
が
、

有
に
よ
れ
ば
政
府
と
の
取
引
に
因
っ
て
、
十
六
徳
七
百
万
円
の
収
縮
を
示
し
た
に
反
し
、
民

間
と
の
取
引
に
於
て
は
五
億

一
千
四
百
万
円
と
僅
か
乍
ら
流
出
を
見
た
と
と
L
な
る
。

其

山
山，

S
A
B
 

。
対
政
府
関
係

(
算
定
の
基
礎
)

(

資

産

)

政

府

貸

上

金

国

債

其

他

証

券

其 仮 代

理ず すーユ
払陪炭縮努

勘百E証長
定券券券金山

山

(

負

伯

)

片
見

E
』

川

崎

』

Z

r比
~

"

川

辛

-L-z

本
支
出
政
府
勘
定

中

有

仏

出

。

対

民

間

関

係

例

〈
算
定
の
基
礎
)

(

資

産

)

貸

出

金

国

債

其

他

証

券

国

←) 

一、
六

O
七

+
 

(
 

)
 

+
 

(
 

九
二

O

八
、
六
三
二

A
リ

=
一、
八
五

O
(制
限

「

引

受

凹

、

四

八

二

{

償

泌

戸
預
金
部
え
売
却
超

一ニ
O
O
(引
受

)

(+) +
 

(
 

例(一) (一)

四
八
四

一
、
ニ
ムハ一

(一)(+)川

三、
三

O
五

八
、
凹
二
七

三
、
一一
二

五

五

一
四

.刊

六
、
四
四
七

四
、
問

O
七

(+) 

r、
l引
o 
~ーー、

柿買rlf
償入"1週
間超銀
債、行

内等
戦よ
{呆り

ハ
単
位

百
万
円
〉

一
二
、二

O
O

入、
三
五
O

一
四
、
八
二

O

五
、
六
三
八

四
、
七

O
O

〈
単
位

百
万
円
)二

七

四
六

六 O
一二七
八五四

，.-'、一ー、，.-'、一ー、，_，_ー『
売農-r11引買市売復買市完農
却林中 入中却興入中却林
ιl'銀起動l超金起銀超中
央行 行融行央
金え 等金等金 :
riJI売よ周Z よJil1
え刻l受りえりえ

ムハムハ
一
一

四
、
一
四
二

二
四

五
O
O

八
七
八

大

蔵

省

証

券

(吋

一一
、
O
五
二

一
、
六
八
七

食

糧

証

券

(ー)

復
興
金
融
債
券

(+) 

其仮代

(ー)

て
七
二
二

一
ムハ
一

ニ
、
二
九
五

理

詰

勘

定

払

金

仙
巴，a々a

(

魚

伯

)

庄

預

金

例

て

O
八
七

其

仙

預

金

制

三

、

二
三
八

其

他

判

一
、
二
ハ
九

ω
然
し
乍
ら
右
の
対
政
府
開
係
に
含
ま
れ
て
い
る
預
金
部
の
収
支
中
、
郵
便
貯
金
等
純
民
間

関
係
と
見
倣
さ
れ
る
収
支
を
み
る
に
、
鄭
悦
貯
金
が
増
加
し
た
為
め
二
十
二
億
八
千
九
百
万

円
の
収
入
超
過
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
之
を
民
間
関
係
よ
り
差
引
き
政
府
関
係
に
加
え
る
。

次
に
農
林
中
火
金
昨
に
於
け
る
食
糧
買
入
代
金
前
受
金
勘
定
は
政
府
よ
り
の
前
波
金
百
凶
十

九
億
円
を
超
え
る
支
払
を
見
た
為
め
月
中
五
十
六
億
八
千

一
一白
万
円
を
減
少
し
、
又
同
金
時

薪
炭
代
金
立
替
金
制
・起
は
月
中

一
他
円
の
増
加
を
示
し
て
い
る
為
め
、
木
行
は
農
林
中
央
金

昨
に
対
し
月
中
二
十
二
倍
八
千
万
円
(
後
記
国
債
引
受
分
を
除
く
)
の
資
金
供
給
念
行
っ
て
い

る
が
、
之
は
政
府
資
金
の
立
替
払
と
見
倣
し
、
民
間
間
係
よ
り
政
府
凶
係
に
移
す
。
吏
に
木

月
発
行
の
復
興
四
分
別
国
仲
証
券
二
十
六
・
似
門
中
日
本
銀
行
よ
り
の
借
入
金
に
よ
り
消
化
し

た
と
み
ら
れ
る
も
の
(
社
)
十
五
他
三
千

一
百
万
円
は
政
・
肘
に
対
す
る
信
川
創
造
に
外
な
ら
ぬ

故
、
之
も
亦
民
間
関
係
よ
り
政
府
関
係
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
対
政
府
関
係

に
於
て
は
四
十
四
億
九
千
三
百
万
円
の
流
出
額
を
見
た
の
に
対
し
、
対
民
間
附
係
に
於
て
は

却
っ
て
五
十
五
億
八
千
六
百
万
円
の
収
納
額
を
示
し
た
こ
と
L
な
る
。

右
の
如
く
日
本
銀
行
券
が
収
・
制
し
た
の
は
租
税
、
専
か一ん
採
金
等
の
増
収
に
よ
り
政
府
資
金

(→い)

当



は
未
迷
勘
定
を
考
臆
す
れ
ば
引
揚
超
過
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
尚
対
政
府
関
係
の

負
債
欄
中
其
他
の
減
少
は
主
と
し
て
国
庫
送
金
為
替
の
減
少
で
あ
り
、
又
対
民
間
関
係
の
資

産
欄
中
其
他
の
減
少
は
主
と
し
て
本
支
庖
勘
定
の
減
少
で
あ
る
。
(
黒
崎
)

註
国
債
引
受
金
融
機
関
の
内
日
本
銀
行
よ
り
の
借
入
金
増
加
し
た
る
も
の
即
ち
国
債
引

受
額
よ
り
借
入
金
増
加
大
な
る
も
の
は
引
受
額
、
小
な
る
も
の
は
借
入
金
増
加
額
を
と

る。

二
、
二
月
中
の
日
本
銀
行
券
膨
脹
原
因
分
析

(1) 

一
一
月
中
に
於
け
る
日
本
銀
行
勘
定
の
増
減
を
見
る
に
次
の
、
通
り
で
あ
る
。

L
1
 

・γ
目

四
四
五

て
七
O
O

九
、
七
三
六

(
単
舵

負

債

木

銀

行

券

付

政

府

預

金

川

当

座

預

金

付

其

他

預

金

本
文
倍
政
府
勘
定

其

他

百
万
円
)

(+) (→ト)

二、
七
二
九

て
O
六
六

回
二
四
六

三、
二
O
O

て
九
八
八

一
二
一
占
ハ
一

日

計

(一)

丸
、
七
三
六

問
一
月
に
引
続
さ
二
十
七
億
二
千
九
百
万
円
の
収
縮
を
見
た
が
、
右
に
よ
れ
ば
政
府
と
の
取

引
に
よ
っ
て
二
百
二
十
二
億

一
千
九
百
万
円
の
収
縮
を
示
し
た
に
反
し
、
民
間
と
の
取
引
に

。
対
政
府
関
係

於
て
は
百
九
十
四
億
九
千
万
円
と
大
幅
の
流
出
を
見
た
と
と
L
な
る
。
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単
位

〈
算
定
の
基
礎
〉

資

政

府

貸
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金

国

債

其

他

証

券
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二
二
二
九

産

)
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三
、
六
O
O

H
二
五
、
九
八
六

日
本
銀
行
券
増
減
原
因
分
析

昭
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収
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れ
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